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【鷺間様式】大学等における修学の支擾に腿する法律案(侭称)についての貿簡（内閣府）

燕1つの行には1つの貫悶のみ唾入してください．
壷質問は､嘩文を現提したうえで､碑提出ください．

恥 躍鶏俣項 画配 琿圃 國客〔寒文鶴科＝で記入1 担濁詞鋸先 藩鶏蕊缶琴寂識

1 全休関係
本瑳律の制定に関し､地方公共団体及び地方六団体等への事嗣俄鞭提供〈地方自治
法霊2“桑の3第S項)を行ったか街牧示願いたい.行った堪合はその内容及び出され
た怠見につし､ても御紋示願いたい．

O地方自治渋露2粂徳13項において､｢法律又はこれに基づく政令により地方
公共団体が処理することとされる事務が自治事務である曝合においては.国
は､聡方公共団体が地域の特性に応じて当鹸事覇を処理することができるよう
特に罷慮しなければならない.｣と規定されている．
。また､『地城主棺推進大綱』(平成Z4*I1月”臼悶腫決定>において.『将繁
的にも漣務付け･枠付けの見直しの実効性を担保するため､各府省において
は.以下のとおり対応するものとしているところ．
･地方公共団体が堆域の特性に対応できるよう､法律又は政令により自治軍務
について事務の知理又はその方法の羅溺付け･枠付けを定める場合には､累
次の勧告等に藷づき､地方公共団体相互閲又は地方公共団体と團等との協力
に係る事項であって全国的に統一して定めることが必要な堪合等必要赴小限の
ものとする.(中略）

･地方公共団体に対する錆たな稜稜付け･枠付けについて､累我の勘告等に轟
づき､必要最小掴にするとの蕃本的な方針の下に､大臣官房等縄合洩整樋能
を有する郵局に認いて審壷を行う(中路).』とされているところである．
《出典〉

O増方分柊改革椎送受員会第2次鋤告(平成2o年12月8日）
O地方分枢改革推進婁員会露3次勧告(平成21年1o月7日）
O『義務付け･枠付けの更なる見薗しについて』(平成23年卯月調目睡璽嚢窒》

地方六団体への事蔚の檎轍提供については､瞳方自
治法篇2“乗の3露5項の規定に基づき､1月26日付
事穆連絡で、各府番庁汐､の塗令輝瞳歩同一の賢料を
提供して"る《別譲箕料参")dこれに対する意見は。
現時点では提出割痙いない.
本涜律案をはじめとしてへ今回の大学等における修学
の支援方箇について.引き縫奮､燈方公共団体への
傭報提供に努めてまいりたい．
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【機密性2憤報】

【質問様式】大学等における修学の支援に関する法律案(仮称)についての質問（○O省）

※1つの行には1つの貿悶のみ記入してください。
※質問は､原文を明配したうえで､御提出ください．

NC‐ 睦当墨画 雷顕 琿由 回答(蕊文認謬学者で睡入） 桐当窪銭発 喚準也錘号垂一島･も萌醗了璋

例

第7条第1項第5
号関係(確認要
件に適合するこ
との求めについ
て）

第7条第1項第5号によると､公立大学法人が設澄す
る大学等は､当該公立大学法人を殴立する地方公共
団体の長に対して確浬を求めることとされているが､複
数団体により(－部事務組合を設立せず)設立されて
いる公立大学法人については､当該複数団体全てに
確麗を求め､確麗してもらう必要があるということでよ
ろしいでしょうか。

また､複数の設立団体により確鯉するとされている場
合には､これらの団体間で判断が異なった増合は､要
件に適合しないことになるのでしょうか。

現存する公立大学法人のうち､複数団体に
より(一部事務組合を設立せず)設立され
ている団体があり､取扱いを確浬したいた
め。

(例えば地方独立行政法人法においては、
複数の股立団体が浬可をする塙合には、
これらの団体が慾蟻することとされており、
団体によって判断が異なることのないよう
にしている｡(同法第123条第1項)）

公立大学法人を股立する全ての地方公共団体によ
り､それぞれ､確鯉が行われる必要があります。
股立団体間で判断が異なった場合は､確麗がなされ
ていないこととなります＠ ｜
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【機密性2情報】

【質問様式】大学等における修学の支援に関する法律案(仮称)についての質問（財務省主税局税制第一蝶通則法規係）

※1つの行には1つの質問のみ記入してください。
※質問は､原文を明配したうえで､御提出ください。

N⑥． 鯵当桑項 爾闇 理由 回答(※文認認単劣で鯉入） 相当揮錯生 m…

例
第0条第○項第
○号関係(･･･に
ついて）

局課室等
担当者名
電諾､Eﾒール

1

附則第五条関係
《独立行政法人
日本学生支援機
構法の一部改正
について）

附則5条により､｢独立行政法人日本学生支援楼構法
〈以下｢JASSO法｣といいます｡〕｣を改正しているが､こ
れにより､同法17条の5の規定で差押禁止とされる学
資支給金の範囲が､どのように変更されるのか､以下
の観点からご教示願いたい。
①学資支給金の対象となる学生について､法2条3
項に規定する確麗大学等に在籍する学生という条件
が追加されているが､在籍する大学等の観点から､学
資支給金の対象となる学生の範囲は以下のとおり変
更されるという理解でよいか。
イ大学等が確麗を受けなければ､従来は学資支給
金の対象となり得た学生であっても､改正後は学資支
給金の対象とはならない。
ロ従来､学寅支給金の対象なっていない種別の学
枝について､この改正により新たに対象となることはな
い ｡

②学資支給金の対象となる学生の経済面からの拡
充は､JASSO法17条の2①が委任する文部科学省令
(独立行政法人日本学生支援機構に関する省令23の
2)の改正により行う予定という理解でよいか。
また､同条②二に規定する機構の定める収入金額
又は黄産基準額の改正は具体的に何で規定してお
り､改正は予定しているかについても教示願いたい。
③学費支給金の金額の拡充は､JASSO法17条の2
②が委任する政令(令8の2)の改正により行うという
理解でよいか。

差押禁止の対象となる学責支給金の範
囲について､今般の法律改正による変
更の有無･程度を確浬するため。

①イ
本法律案による改正後のJASSO法に基づく学貴支
給金は､確腿大学等以外の大学等の学生のほか､確
潔を取り消された大学等又は確浬を辞退した大学等
の学生等であって当該取消し又は辞退の際に在学し
ており学資支給金の支給を受けていた者に対しても
支給されます(改正後のJASSO法第17条の2第1項3
つ目のｶｯｺ書き)。
また､確麗大学等以外の大学等の学生であっても、
本法律案の施行前から学資支給金の支給を受けてい
た者に対しては､改正前のJASSO法に基づき学資支
給金が支給されます(本法律案附則第6条第1項)。
①口
現行制度においては学責支給金の対象となる専修
学校専門課程の範囲が政省令で限定されています
(JASSO法施行令第1条第1項表備考五､JASSO省令
第33条第2項)が､今回の制度改正にあたって､学資
支給金についてこの限定を削除し､本法律案に基づく
要件確霊を受けた専修学校専門謀程については全て
対象とすることを予定しています。
② ．
収入金額及び黄産基準額は､現在はJASSOの菜務
方法番で規定しています。
学資支給金の受給要件のうち学生の経済状況に係
る部分は現行から変更する予定です。
③
その方向で検討中です。
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